
 
 

1 
 

第 22回日本医療研究開発機構審議会 
資料５ 

令和８年１月 28日 

国立研究開発法人日本医療研究開発機構 中長期目標（第３期） 新旧対照表（案） 

 

（赤字・下線部分は変更部分） 

変更案 現行 

国立研究開発法人日本医療研究開発機構 第３期中長期目標 

 

Ⅰ．～Ⅱ． （略） 

 

Ⅲ．研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項 

（１）基礎から実用化へ一貫してつなぐプロジェクトの実施 

 ①～③ （略） 

 

 ④ 感染症プロジェクト 

（略） 

さらに、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律（平成20

年法律第63号）第27条の２第１項に基づき造成された基金を活用した同項

に規定する特定公募型研究開発業務として、感染症危機対応医薬品等

（MCM）や新規モダリティ等に関する研究開発及びMCMの研究開発プラット

フォームの構築を推進する。具体的には、ワクチン戦略等に基づき、緊急

時の迅速な開発を念頭に、平時からMCMの研究開発体制を構築し、産学官

連携による研究開発を促進するSCARDAの取組と感染症対策領域における

取組との密接かつ一体的な運用を推進する。SCARDAにおいては、世界トッ

プレベルのMCMの研究開発プラットフォームの構築により、出口を見据え

た研究開発や、重点感染症等に対するMCMの研究開発を通じ、国産のMCM開

発に資する研究開発を基礎研究から実用化までシームレスに推進する。ま

国立研究開発法人日本医療研究開発機構 第３期中長期目標 

 

Ⅰ．～Ⅱ． （同左） 

 

Ⅲ．研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項 

（１）基礎から実用化へ一貫してつなぐプロジェクトの実施 

 ①～③ （同左） 

 

 ④ 感染症プロジェクト 

（同左） 

さらに、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律（平成20

年法律第63号）第27条の２第１項に基づき造成された基金を活用した同項

に規定する特定公募型研究開発業務として、ワクチン・新規モダリティ研

究開発事業及びワクチン開発のための世界トップレベル研究開発拠点の

形成事業を推進する。具体的には、ワクチン戦略に基づき、緊急時の迅速

な開発を念頭に、平時からワクチンの研究開発体制を構築し、産学官連携

による研究開発を促進するSCARDAの取組と感染症対策領域における取組

との密接かつ一体的な運用を推進する。SCARDAにおいては、世界トップレ

ベル研究開発拠点の形成による、出口を見据えた研究開発や、重点感染症

等に対するワクチン開発を通じ、国産ワクチンの開発に資する研究開発を

基礎研究から実用化までシームレスに推進する。また、感染症有事の際に
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変更案 現行 

た、感染症有事の際に研究開発等に迅速に着手できるよう、平時から国内

外の関係機関との連携体制の構築と有事に備えたシミュレーション・訓練

を行う。いずれの事業も、適時目標達成の見通し等を評価し、研究開発等

の継続・拡充・中止などを決定する。 

特に、以下のようなテーマに重点的に取り組む。 

  （略） 

・ 薬剤耐性（AMR）を含め、ワンヘルス・アプローチに基づく対策に

資する研究、重点感染症に対するMCMに関する研究、感染症臨床研

究ネットワークを活用した研究をはじめ、感染症対策の総合的な

強化を目指した、感染症に関する広範囲な病原体の生物学的なリ

スク評価に資する基礎研究や基盤技術の開発、及び診断法・治療

法・予防法の開発等の実用化研究の推進 

（略） 

・ 感染症有事におけるMCM開発を目的とした世界トップレベル研究

者の継続的な雇用及び世界的なMCM研究開発拠点の確立等の体制

の構築 

（略） 

・ 重点感染症に対する治療薬の第Ⅱ相までの臨床試験のための研究

開発の推進及び関連する診断薬の研究開発 

・ 異分野からのシーズの取り込みも含めた、ワクチン開発に資する

新規モダリティ等の研究開発の推進 

 

 ⑤～⑦ （略） 

 

研究開発等に迅速に着手できるよう、平時から国内外の関係機関との連携

体制の構築と有事に備えたシミュレーション・訓練を行う。いずれの事業

も、適時目標達成の見通し等を評価し、研究開発等の継続・拡充・中止な

どを決定する。 

特に、以下のようなテーマに重点的に取り組む。 

（同左） 

・ 薬剤耐性（AMR）を含め、ワンヘルス・アプローチに基づく対策に

資する研究、重点感染症に対する危機対応医薬品等（MCM）に関す

る研究、感染症臨床研究ネットワークを活用した研究をはじめ、感

染症対策の総合的な強化を目指した、感染症に関する広範囲な病

原体の生物学的なリスク評価に資する基礎研究や基盤技術の開

発、及び診断法・治療法・予防法の開発等の実用化研究の推進 

（同左） 

・ 感染症有事におけるワクチン開発を目的とした世界トップレベル

研究者の継続的な雇用及び世界的なワクチン研究開発拠点の確立

等の体制の構築 

（同左） 

（新設） 

 

・ 異分野からのシーズの取り込みも含めた、ワクチン開発に資する

新規モダリティの研究開発の推進 

 

⑤～⑦ （同左） 
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変更案 現行 

 ⑧ イノベーション・エコシステムプロジェクト 

  （略） 

科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第 27 条の２第１

項に基づき造成された基金を活用した同項に規定する特定公募型研究開

発業務として、基金と企業原資の研究費を組み合わせ、医療上の必要性が

高く特に緊要となった医薬品・医療機器等の研究開発を、スタートアップ

の参画を促しつつ、産学官共同により推進する。また、国内のスタートア

ップや製薬企業が実施する難病・希少疾病に対する医薬品・再生医療等製

品の国際共同治験の支援を行う。さらに、創薬ベンチャーエコシステム強

化事業を推進し、同事業においては、認定 VC の目利き力を活かして、ワ

クチン戦略等を踏まえた感染症ワクチン・治療薬開発及び感染症以外の疾

患に対する医薬品等の開発に資する革新的なモダリティの実用化開発を

行う創薬ベンチャーに対して支援を行う。研究開発及び実用化開発の推進

においては、その途中段階において適時目標達成の見通しを評価し、研究

開発及び実用化開発の継続・拡充・中止などを決定する。 

特に、以下のようなテーマに重点的に取り組む。 

（略） 

・ 国内のスタートアップや製薬企業が実施する、難病・希少疾病に対

する医薬品・再生医療等製品の実用化を加速するための国際共同

治験の支援 

  （略） 

 

（２）～（３） （略） 

 

 ⑧ イノベーション・エコシステムプロジェクト 

  （同左） 

科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第 27 条の２第１

項に基づき造成された基金を活用した同項に規定する特定公募型研究開

発業務として、基金と企業原資の研究費を組み合わせ、医療上の必要性が

高く特に緊要となった医薬品・医療機器等の研究開発を、スタートアップ

の参画を促しつつ、産学官共同により推進する。また、創薬ベンチャーエ

コシステム強化事業を推進し、同事業においては、認定 VC の目利き力を

活かして、ワクチン戦略を踏まえた感染症ワクチン・治療薬開発及び感染

症以外の疾患に対する医薬品等の開発に資する革新的なモダリティの実

用化開発を行う創薬ベンチャーに対して支援を行う。研究開発及び実用化

開発の推進においては、その途中段階において適時目標達成の見通しを評

価し、研究開発及び実用化開発の継続・拡充・中止などを決定する。 

特に、以下のようなテーマに重点的に取り組む。 

 

 

（同左） 

（新設） 

 

 

（同左） 

 

（２）～（３） （同左） 
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変更案 現行 

Ⅳ．～Ⅵ． （略） Ⅳ．～Ⅵ． （同左） 

 


